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は
じ
め
に―

本
稿
の
課
題

　

高
麗
時
代
（
九
一
八
〜
一
三
九
二
）
の
「
白ペ
ク

丁チ
ョ
ン」

は
一
般
農
民

を
あ
ら
わ
す
呼
称
で
あ
っ
た
。
朝
鮮
初
期
の
一
三
九
二
年
頃
に
、

柳
器
製
造
や
屠
畜
業
な
ど
を
生
業
と
す
る
才チ
ェ

人イ
ン

・
禾フ
ァ

尺チ
ョ
ク

集
団
を

農
民
化
す
る
た
め
、
世セ

宗ジ
ョ
ン

五
年
（
一
四
二
三
）
一
〇
月
に
公
式

に
「
白
丁
」
と
改
称
し
た
。
つ
ま
り
、
一
般
農
民
と
い
う
意
味
で

「
白
丁
」
と
改
称
し
た
の
だ
が
、
そ
れ
が
被
差
別
階
層
を
表
す
呼

称
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　

朝
鮮
初
期
の
「
白
丁
」
は
、
柳
器
製
造
・
屠
畜
業
に
従
事
し
て

い
た
が
、
国
家
に
対
す
る
一
定
の
役
は
な
か
っ
た
。
朝
鮮
時
代
は

農
業
政
策
を
根
幹
と
し
て
い
て
、
牛
と
馬
を
重
要
視
し
て
い
た
の

で
、
彼
ら
の
生
業
で
あ
る
「
屠
畜
業
」
は
「
別
種
」
ま
た
は
「
異

類
」
と
認
識
さ
れ
差
別
さ
れ
た
。
そ
の
原
因
の
一
つ
は
、
彼
ら
が

自
分
た
ち
の
生
業
で
あ
る
牧
畜
、
狩
猟
、
歌
舞
な
ど
を
守
る
た
め

　

朝
鮮
王
朝
時
代
の
身
分
制
度
は
高
麗
時
代
よ
り
も
分
化
し
て
複
雑
に
な
り
、
大
き
く
区
分
す
る
と
国
王
、
両
班
、
中
人
、
常
人
、「
賤
民
」（
＝
賤
人
）
に
分

け
ら
れ
る
。「
賤
民
」の
な
か
で
も
、
社
会
的
地
位
や
差
別
の
受
け
方
が
多
様
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
、
先
行
研
究
で
採
用
さ
れ
て
い
る
史
料
を
再
整
理
、
検
討
し
、

総
合
的
に
「
白
丁
」
身
分
の
起
源
に
つ
い
て
論
じ
る
。「
白
丁
」
身
分
は
「
賤
民
」
身
分
の
な
か
で
も
最
下
層
と
さ
れ
た
集
団
で
、
起
源
に
関
す
る
説
は
三
つ
あ
る
。

前
半
と
な
る
今
回
は
、
①
「
北
方
異
民
族
説
」、
②
「
杜
門
洞
七
二
人
忠
臣
た
ち
の
志
操
説
」、
③
「
楊
水
尺
か
ら
始
ま
っ
た
説
」
の
三
説
を
再
検
討
し
た
。
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の
集
団
生
活
の
な
か
で
、
国
家
と
の
摩
擦
、
ま
た
、
略
奪
行
為
、

強
盗
、
放
火
、
殺
人
な
ど
の
社
会
問
題
を
引
き
起
こ
し
た
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
ら
は
他
の
階
層
に
も
み
ら
れ
る
こ
と
だ
が
、「
白
丁
」

身
分
と
い
う
こ
と
で
彼
ら
を
強
盗
の
代
名
詞
的
な
集
団
と
み
な
さ

れ
、
あ
る
と
き
は
「
白
丁
」
と
い
う
理
由
だ
け
で
強
盗
の
犯
人
に

さ
れ
、
社
会
不
安
の
元
凶
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。

　

才
人
・
禾
尺
は「
白
丁
」と
改
称
さ
れ
た
後
も
、
実
際
は
才
人
、

禾
尺
、
才チ
ェ

白べ
ク

丁チ
ョ
ン、

才チ
ェ

人イ
ン

白べ
ク

丁チ
ョ
ン、

韃ダ
ル

靼ダ
ン

禾フ
ァ

尺チ
ョ
ク、

禾フ
ァ

白ベ
ク

丁チ
ョ
ン、

新シ
ン

白ベ
ク

丁チ
ョ
ン、

両ヤ
ン

色セ
ッ
ク

白ベ
ク

丁チ
ョ
ンな
ど
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
時
間
が
経
つ

に
つ
れ
て
「
白
丁
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
方
、
農
民
に

同
化
し
た
才
人
・
禾
尺
は
「
白
丁
」
と
呼
ば
れ
な
く
な
っ
た
。

「
白
丁
」の
始
ま
り
は
、
高
麗
末
に
楊ヤ
ン

水ス

尺チ
ョ
ク（

ム
ジ
ャ
リ
と
も
言
う
）

と
い
わ
れ
て
い
た
集
団
の
子
孫
で
あ
る
。
楊
水
尺
か
ら
才
人
・
禾

尺
、
才
人
・
禾
尺
か
ら
「
白
丁
」
に
な
っ
た
人
々
は
、
種
族
や
身

分
は
関
係
な
し
に
社
会
的
に
差
別
さ
れ
る
集
団
に
変
わ
っ
た
。
そ

し
て
、
柳
器
製
造
に
も
従
事
し
た
「
白
丁
」
は
「
コ
リ
（
柳
）
白ベ
ク

丁チ
ョ
ン」、
屠
畜
に
従
事
し
た
「
白
丁
」
は
「
宰チ
ェ

殺サ
ル

白ベ
ク

丁チ
ョ
ン」
と
区
別
さ

れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
朝
鮮
後
期
（
一
九
一
〇
）
に
は
区
別
な

く
「
白
丁
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

朝
鮮
初
期
の
「
白
丁
」
に
関
す
る
研
究
は
、
以
下
の
よ
う
に
ま

と
め
る
こ
と
が
で
き
る

Б

。

　

鮎
貝
房
之
進
氏
の
「
楊
水
尺
・
水
尺
・
禾
尺
條

В

」
で
は
、
楊
水

尺
・
水ス

尺チ
ョ
ク・
禾
尺
な
ど
に
つ
い
て
語
源
的
解
説
を
し
て
い
る
が
、

『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
を
参
考
に
し
て
い
な
い
た
め
、
彼
ら
の
詳
し

い
生
活
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。

　

姜
萬
吉
氏
は
「
鮮
初
白
丁
考

Г

」
で
、『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
に
記

載
さ
れ
て
い
る
「
白
丁
」
の
記
事
を
通
じ
て
、
北
方
の
遊
牧
民
族

系
統
の
「
白
丁
」
の
生
活
、
封
建
社
会
で
の
彼
ら
の
位
置
、
農
耕

社
会
へ
の
同
化
過
程
を
解
明
し
て
い
る
。

　

文
喆
永
氏
は
「
高
麗
末
期
朝
鮮
初
白
丁
の
身
分
と
差
役（
４
）

」（
引

用
者
注
：
差
役
と
は
課
役
法
の
意
）
で
、
高
麗
末
期
と
朝
鮮
初
期
の

「
白
丁
」
の
社
会
的
位
置
付
け
と
差
別
を
比
較
検
討
し
て
、
高
麗

時
代
の
「
白
丁
」
の
本
来
の
性
格
を
追
究
し
て
い
る
。
文
喆
永
氏

は
、
才
人
・
禾
尺
が
改
称
さ
れ
た
「
新
白
丁
」
は
、
高
麗
時
代
以

来
の
身
分
的
概
念
で
あ
る
「
白
丁
」
の
性
格
を
継
承
す
る
も
の
で

は
な
く
、
新
し
い
性
格
の
身
分
が
創
出
さ
れ
た
と
論
じ
て
い
る
。

そ
こ
で
は
、
高
麗
時
代
と
朝
鮮
時
代
の
「
白
丁
」
の
差
を
強
調
し

て
い
る
。
ま
た
、「
白
丁
」
の
起
源
は
辺
境
の
異
民
族
流
入
と
深

く
関
連
し
て
い
て
、
朝
鮮
王
朝
は
彼
ら
を
同
化
政
策
の
対
象
と
す

べ
き
集
団
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
と
論
じ
、
遊
牧
民
族
と
し
て
の

活
発
な
性
格
と
自
由
奔
放
な
生
活
か
ら
、
農
耕
社
会
へ
の
適
応
は

も
ち
ろ
ん
、
朝
鮮
王
朝
時
代
の
基
層
民
た
ち
と
の
宥
和
も
順
調
で

は
な
か
っ
た
と
強
調
し
て
い
る
。

　

韓
嬉
淑
氏
の
「
朝
鮮
太
宗
・
世
宗
代
白
丁
の
生
活
状
態
と
強
盗
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活
動

Е

」
で
は
、「
白
丁
」
の
身
分
的
地
位
や
牛
馬
に
関
わ
る
犯
罪

問
題
と
国
家
政
策
と
の
関
連
を
分
析
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
農

民
化
政
策
の
失
敗
と
牛
馬
の
屠
畜
業
の
盛
行
、
ま
た
彼
ら
の
強
盗

行
為
の
様
子
と
そ
れ
に
対
す
る
処
罰
な
ど
を
体
系
的
に
整
理
し
て

い
る
。
ま
た
、「
白
丁
」
に
対
す
る
差
別
意
識
の
原
因
も
論
じ
て

い
る
。
韓
嬉
淑
氏
に
よ
る
と
、「
略
奪
行
為
、
放
火
、
強
盗
、
殺

人
な
ど
の
一
般
的
な
犯
罪
が
多
か
っ
た
が
、
特
に
牛
と
馬
を
盗
む

白
丁
の
集
団
的
な
群
盗
活
動
は
社
会
問
題
に
な
っ
た
。
牛
馬
盗
の

活
動
が
取
り
ざ
た
さ
れ
た
の
は
、
当
時
、
牛
と
馬
を
統
制
す
る
の

が
重
要
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。牛
と
馬
は
生
産
手
段
、交
通
手
段
、

そ
し
て
食
料
と
し
て
使
わ
れ
て
、
需
要
が
増
加
し
て
値
段
が
上
が

る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
牛
馬
を
窃
盗
し
て
生
活
し
て
い

た
り
、
肉
を
販
売
し
て
生
計
を
立
て
る
集
団
が
増
え
た
。
特
に
革

靴
の
需
要
が
増
え
て
皮
の
値
段
も
上
が
り
、
白
丁
に
転
籍
す
る
者

も
増
え
る
と
同
時
に
、
牛
馬
盗
も
増
加
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
、
農
耕
社
会
の
な
か
で
は
、
農
業
に
従
事
せ
ず
に
牛
馬
を
屠
畜

す
る
こ
と
は
、
反
社
会
的
異
集
団
行
為
と
認
識
さ
れ
、
別
類
ま
た

は
異
類
と
し
て
区
別
さ
れ
た
。
農
民
た
ち
は
彼
ら
を
同
一
の
民
族

と
は
認
識
せ
ず
、差
別
し
は
じ
め
た
。白
丁
が
差
別
さ
れ
た
の
は
、

異
民
族
出
身
だ
か
ら
と
い
う
よ
り
、
国
家
の
基
幹
産
業
で
あ
る
農

業
を
せ
ず
に
、
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
牛
馬
の
屠
畜
業
を
し
な

が
ら
生
活
を
す
る
存
在
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
。

ま
た
、
農
民
た
ち
が
白
丁
を
自
ら
と
区
別
し
て
賤
視
し
よ
う
と
し

た
差
別
意
識
が
、農
民
た
ち
の
間
に
も
浸
透
し
て
い
た
性
理
学（
朱

子
学
）
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
出
て
き
た
と
論
じ
て
い
る
。
そ
し

て
、
柳
器
製
造
に
従
事
し
て
い
る
才
人
・
禾
尺
な
ど
の
「
コ
リ
白

丁
」
は
社
会
的
に
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
が
、
屠
畜
業
に
従
事
し

て
い
る
「
白
丁
」
が
問
題
に
な
っ
た
。「
コ
リ
白
丁
」
の
場
合
、

自
分
自
身
の
技
術
を
利
用
し
て
物
を
作
り
、
こ
れ
を
税
金
と
し
て

国
家
に
捧
げ
な
が
ら
集
団
生
活
を
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
生
活
は
、
雑
役
を
担
当
し
た
他
の
集
団
の
者
と
比
較
し
て
特

別
と
は
言
え
な
い
。
問
題
に
な
る
の
は
屠
畜
業
に
従
事
し
て
い
る

「
宰
殺
白
丁
」集
団
の
場
合
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

職
業
の
た
め
に
賤
視
さ
れ
た
と
韓
嬉
淑
は
理
解
し
て
い
る
。

　

梁
永
厚
氏
の
「
近
世
朝
鮮
の
『
白
丁
』
と
『
奴
婢
』―

『
経
国

大
典
』
を
基
に

Ё

」
で
は
、『
経
国
大
典
』
を
基
に
「
白
丁
」
部
落

や
生
活
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
。『
経
国
大
典
』
は
一
五
世
紀

の
半
ば
に
編
集
さ
れ
た
朝
鮮
王
朝
初
期
の
諸
法
令
集
成
で
、
そ
の

「
才
白
丁
団
聚
」
条

Ж

を
分
析
し
て
、「
白
丁
」
の
起
源
は
、
在
来
の

被
差
別
民
で
あ
る
才
人
・
禾
尺
の
伝
統
的
な
生
業
と
漂
泊
生
活
を

抑
え
、
定
住
と
混
住
を
強
い
た
施
策
に
よ
る
と
論
じ
て
い
る
。
そ

し
て
、
こ
の
法
令
は
「
白
丁
」
に
対
し
て
日
常
の
生
活
様
式
ま
で

も
制
限
し
、「
白
丁
」部
落
形
成
の
画
期
と
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

　

井
上
富
貴
氏
の
「
朝
鮮
・
賤
民
『
白
丁
』
の
系
譜

З

」
で
は
、
鮎



68

貝
氏
の
論
文
や
『
朝
鮮
王
朝
実
録
』、
韓
国
に
お
け
る
「
白
丁
」

の
研
究
を
参
考
に
し
、
彼
ら
の
系
譜
と
高
麗
末
の
身
分
状
況
を
分

析
し
て
、
朝
鮮
初
期
に
入
っ
て
か
ら
の
農
村
の
「
白
丁
」・
都
市

の
「
白
丁
」
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
る
。

　

近
年
の
研
究
で
は
浜
中
昇
氏
の
「
高
麗
末
期
・
朝
鮮
初
期
の
禾

尺
・
才
人

И

」
が
あ
る
。
浜
中
昇
氏
は
『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
な
ど
の

記
録
に
書
か
れ
て
い
る
才
人
・
禾
尺
の
様
々
な
名
称
を
整
理
し
、

変
遷
の
意
味
を
考
察
し
た
。
才
人
・
禾
尺
そ
れ
ぞ
れ
の
生
業
を
究

明
し
た
が
、そ
の
変
遷
の
解
明
は
ま
だ
不
十
分
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

朴
鍾
晟
氏
の
『
白
丁
と
妓
生―
朝
鮮
賤
民
史
の
二
つ
の
顔

КУ

』
で

は
、
こ
れ
ら
の
研
究
と
は
違
う
見
方
で
、「
白
丁
」
に
つ
い
て
論

じ
て
い
る
。
朴
氏
は
、
朝
鮮
王
朝
時
代
の
「
賤
民
」
階
級
史
を
中

心
に
『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
と
、
文
学
作
品
の
中
に
書
か
れ
て
い
る

「
白
丁
」
と
妓キ

生セ
ン

に
つ
い
て
分
析
を
し
て
い
る
。
朴
氏
の
二
つ
の

考
え
を
み
て
み
る
と
、
一
つ
が
「
白
丁
」
と
妓
生
は
王
朝
国
家
朝

鮮
の
賤
民
を
代
表
す
る
職
種
だ
と
い
う
主
張
で
あ
る
。「
白
丁
」

は
男
性
賤
職
、
妓
生
は
女
性
賤
職
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
目

は
、
彼
／
彼
女
ら
の
存
在
理
由
は
別
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
朝
鮮
身
分
社
会
の
中
で
政
治
的
に
考
案
さ
れ
、
差
別
が
歴
史

的
、
文
化
的
に
助
長
さ
れ
た
結
果
と
し
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る

と
い
う
。要
す
る
に
、彼
／
彼
女
ら
が
お
か
れ
た
身
分
の
形
態
は
、

王
朝
政
治
権
力
の
意
図
的
不
平
等
の
措
置
と
無
縁
で
な
く
、
抑
圧

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
閉
鎖
的
で
一
方
的
な
圧
迫

の
対
象
と
さ
れ
た
と
考
察
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
関
係
諸
論
文
を
検
討
し
た
結
果
、「
白
丁
」の
起
源
、

職
業
、
役
務
に
つ
い
て
の
個
々
の
研
究
も
不
十
分
な
も
の
に
と
ど

ま
っ
て
お
り
、「
白
丁
」
の
起
源
、「
白
丁
」
に
対
す
る
差
別
、
差

別
を
支
え
て
き
た
宗
教
、「
白
丁
」
の
抵
抗
・
闘
い
等
に
つ
い
て

の
総
合
的
研
究
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と

が
わ
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、「
白
丁
」
の
起
源
を
北
方
か
ら
入
っ

て
来
た
異
民
族
だ
と
簡
単
に
説
明
し
た
り
、「
白
丁
」
に
対
す
る

差
別
意
識
を
儒
教
的
先
入
観
の
た
め
だ
と
単
純
化
し
て
説
明
す
る

だ
け
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
儒
教
的
先
入
観
が
韓
国
の
歴
史
学

に
ま
で
影
響
し
、
研
究
の
テ
ー
マ
が
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る

КФ

。
言
い
換
え
れ
ば
、
朝
鮮
史
研
究
が
民
衆
史
を
除
い
て
は
不
可

能
で
あ
る
こ
と
が
十
分
に
認
識
さ
れ
な
い
ま
ま
、
王
朝
史
中
心
主

義
か
ら
脱
却
し
て
い
な
い
結
果
、
テ
ー
マ
や
観
点
、
方
法
の
偏
り

が
表
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
被
差
別
民
史
の
場
合
は
非

常
に
深
刻
で
あ
る
。
朝
鮮
時
代
の
代
表
的
な
「
賤
民
」
階
層
で
あ

る
「
白
丁
」
や
「
妓
生
」
研
究
の
場
合
、
初
歩
的
水
準
の
語
源
分

析
と
基
礎
史
料
の
整
理
水
準
に
と
ど
ま
る
と
言
わ
れ
て
い
る

КХ

。
日

本
の
場
合
、
活
発
な
近
世
被
差
別
身
分
研
究
で
被
差
別
部
落
民
の

総
体
を
理
解
し
、
か
つ
、
差
別
意
識
の
分
析
に
も
鋭
い
メ
ス
を
加

え
て
い
る
。
ま
た
、
イ
ン
ド
の
被
差
別
民
衆
史
の
詳
細
な
研
究
と
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比
較
検
討
が
行
わ
れ
て
い
て
、
差
別
問
題
解
決
に
寄
与
し
よ
う
と

し
て
い
る
。
今
後
、
韓
国
の
被
差
別
民
史
研
究
の
発
展
の
た
め
、

さ
し
あ
た
っ
て
ま
ず
、
日
本
の
近
世
被
差
別
民
身
分
と
の
比
較
史

的
分
析
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

本
稿
で
は
、「
白
丁
」
に
関
す
る
総
合
的
な
解
明
を
行
う
前
提

作
業
と
し
て
、
ま
ず
起
源
に
関
す
る
整
理
を
行
う
。「
白
丁
」
の

役
務
・
職
業
、
差
別
の
実
態
、
差
別
を
支
え
て
き
た
思
想
を
含
む

総
合
的
な
比
較
研
究
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

一　

 

朝
鮮
時
代
の
身
分
制
度
と
被
差
別
身
分
の
概
略

　

朝
鮮
王
朝
時
代
の
身
分
制
は
、
高
麗
時
代
よ
り
も
分
化
し
て
複

雑
に
な
り
、
階
層
間
の
境
界
も
定
め
が
た
い
ほ
ど
で
あ
る
が
、
大

き
く
区
分
す
る
と
国
王
、
両ヤ
ン

班バ
ン

、
中
チ
ュ
ン

人イ
ン

、
常サ
ン

人イ
ン

、「
賤
民
」（
＝
賤

人
）
に
分
け
ら
れ
る
。

　

両
班
は
、
最
上
級
身
分
の
支
配
層
で
あ
っ
た
が
、
科
挙
に
応
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
両
班
は
政
権
を
掌
握
し
、
相
互
に
婚

姻
関
係
を
結
ん
で
、
特
権
を
再
生
産
し
て
い
た
が
、
一
六
世
紀
末

の
日
本
軍
の
侵
略
と
一
七
世
紀
前
半
の
清
軍
の
侵
略
に
よ
っ
て
国

家
財
政
が
逼
迫
す
る
と
、
政
府
は
売
位
売
官
を
積
極
的
に
認
め
た

た
め
、
中
人
ら
が
両
班
階
層
に
入
っ
て
い
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、

族チ
ョ

譜ッ
ボ

や
戸
籍
の
書
き
替
え
で
、
両
班
の
数
が
増
加
す
る
一
方
だ
っ

た
。
中
人
は
医
術
、
通
訳
、
観
象
（
気
象
観
察
）、
図
書
な
ど
技

術
事
務
で
中
央
官
庁
の
仕
事
に
従
事
す
る
世
襲
的
身
分
階
層
で
あ

る
。
常
人
は
常
民
、
百
姓
、
良
人
な
ど
と
も
呼
ば
れ
る
農
・
工
・

商
に
従
事
す
る
生
産
階
級
で
、
納
税
、
貢
賦
、
軍
役
な
ど
の
担
い

手
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
大
半
は
農
業
に
従
事
し
て
い
た
が
、
土
地

を
も
た
な
い
者
も
多
か
っ
た
。「
賤
民
」は
、「
七
般
公
賤
」と「
八

般
私
賤
」
に
分
け
ら
れ
て
い
た
。
七
般
公
賤
に
は
①
妓キ

生セ
ン

、
②
内ネ

人イ
ン

、
③
駅
卒
、
④
牢
令
、
⑤
史
族
、
⑥
官
奴
婢
、
⑦
有
罪
犯
・
逃

亡
者
、
八
般
私
賤
に
は
①
僧
侶
、
②
伶
人
、
③
鞋
匠
、
④
巫ブ

女ニ
ョ

、

⑤
広コ
ァ

大ン
デ

（
大
道
芸
人
）、
⑥
擧
史
、
⑦
捨
堂
、
⑧
白
丁
が
あ
る

КЦ

。

同
じ
「
賤
民
」
で
も
、
実
際
に
は
社
会
的
地
位
や
差
別
の
さ
れ
方

が
一
様
で
は
な
か
っ
た
。
社
会
的
に
徹
底
的
に
隔
離
さ
れ
た
「
白

丁
」
は
賤
民
の
な
か
で
も
一
番
低
い
身
分
集
団
だ
っ
た
。

１
「
白
丁
」
に
関
す
る
起
源
説
の
概
要

　
「
白
丁
」
と
改
称
さ
れ
る
前
の
才
人
・
禾
尺
は
ど
ん
な
集
団
だ

っ
た
の
か
。
現
在
の
「
白
丁
」
身
分
研
究
で
代
表
的
な
起
源
説
は

三
つ
あ
る
。
第
一
に
姜
萬
吉
氏
の
北
方
異
民
族
説
、
第
二
に
衡
平

社
員
た
ち
に
知
ら
れ
て
い
る
伝
説
を
土
台
に
し
て
い
る
杜
門
洞
七

二
忠
臣
た
ち
の
志
操
説
、第
三
に
朴
鍾
晟
氏
の
楊
水
尺
説
が
あ
る
。

（
１
）
北
方
異
民
族
説
の
概
要

　

ま
ず
姜
萬
吉
氏
の｢

北
方
異
民
族
説｣

に
つ
い
て
み
よ
う

КЧ

。

　

１
│
Ａ
「
兵
曹
啓
、
才
人
禾
尺
、
本
是
良
人
、
業
賤
號
殊
、
民
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皆
視
為
異
類
、
羞
与
為
婚
、
誠
可
憐
燐
、
乞
改
號
白
丁
、
令
平
民

相
婚
雑
処
、
籍
其
戸
口
、
給
閑
田
与
多
占
陳
荒
人
田
、
使
之
業
農
、

除
田
猟
之
役
、
柳
器
皮
鬣
筋
角
之
貢
、
以
安
其
生
、
…
従
之
」（『
世

宗
実
録
』
巻
二
二
、
五
年
（
一
四
二
三
）
一
〇
月
八
日

КШ

。
…
は
引
用
者

に
よ
る
省
略
。
以
下
同
じ
）

　

姜
萬
吉
氏
は
、
１
│
Ａ
に
よ
っ
て
、
本
来
良
人
で
あ
る
才
人
・

禾
尺
は
、
一
般
百
姓
か
ら
み
る
と
彼
ら
の
職
業
が
賤
し
く
、
称
号

も
一
般
百
姓
と
違
う
こ
と
か
ら
一
般
百
姓
た
ち
が
彼
ら
と
結
婚
す

る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
た
。

　

１
│
Ｂ
「
禾
尺
群
聚
、
詐
為
倭
賊
、
侵
寧
海
郡
、
焚
公
廨
・
民

戸
遺
判
密
直
林
成
味
・
同
知
密
直
安
沼
・
密
直
副
使
皇
甫
量
琳
・

前
密
直
副
使
姜
筮
等
、
追
捕
之
、
成
味
等
、
献
所
獲
男
女
五
十
余

人
・
馬
二
百
余
匹
、
禾
尺
即
楊
水
尺
」（『
高
麗
史
』
巻
一
三
四
、

辛
禑
八
年
（
一
三
八
二
）
四
月

КЩ

）

　

そ
し
て
、
１
│
Ｂ
の
「
禾
尺
即
楊
水
尺
」
か
ら
、
禾
尺
以
前
に

は
楊
水
尺
だ
っ
た
と
指
摘
し
た
。
ま
た
、
次
の
史
料
を
用
い
て
論

を
展
開
す
る
。

　

１
│
Ｃ
「
我
国
有
別
種
人
以
射
猟
、
結
造
柳
器
爲
業
、
異
於
編

名
曰
白
丁
即
前
朝
楊
水
尺
」（『
中
宗
実
録
』
巻
一
二
、
五
年
（
一
五

一
〇
）
八
月
四
日

КЪ

）

　

１
│
Ｄ
「
…
白
丁
、
或
称
禾
尺
、
或
称
才
人
、
或
称
韃
靼
、
其

種
類
非
一
、
国
家
憫
其
不
齒
於
齎
民
也
、
称
白
丁
、
以
變
舊
号
、

屬
軍
伍
、
以
開
仕
路
、
然
而
至
今
、
遠
者
五
百
餘
年
、
近
者
数
百

年
、
本
非
我
類
…
」（『
世
祖
実
録
』
巻
三
、
二
年
（
一
四
五
六
）
三

月
二
八
日

КЫ

）

　

１
│
Ｃ
の
「
白
丁
即
前
朝
楊
水
尺
」
に
よ
り
、
結
局
「
白
丁
」

の
系
譜
は
、「
白
丁
」
以
前
に
は
禾
尺
、
禾
尺
以
前
に
は
楊
水
尺

だ
と
論
じ
た
。
１
│
Ｄ
の「
…
、
白
丁
、
或
称
禾
尺
、
或
称
才
人
、

或
称
韃
靼
、
其
種
類
非
一
、
…
、
本
非
我
類
」
に
よ
っ
て
異
民
族

出
身
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
、『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
中
の
「
白

丁
」
は
異
民
族
出
身
だ
と
考
え
ら
れ
る
記
録
を
挙
げ
て
い
る
。

　

１
│
Ｅ
「
下
書
諸
道
観
察
使
曰
、
才
白
丁
、
本
皆
異
類
、
不
事

農
業
、
屯
聚
無
人
之
也
、
專
以
盗
賊
爲
事
…
」（『
成
宗
実
録
』
巻

六
九
、
七
年
（
一
四
七
六
）
七
月
一
八
日

КЬ

）

　

１
│
Ｅ
の
各
道
の
観
察
使
に
送
る
文
書
に
あ
る
「
才
白
丁
は
み

な
異
類
」
と
い
う
記
録
を
取
り
上
げ
て
、「
異
類
」
と
い
う
こ
と

を
強
調
し
た

ЛУ

。

　

こ
の
よ
う
に
姜
萬
吉
氏
は
、「
白
丁
」は
北
方
系
遊
牧
民
出
身
で
、

中
国
大
陸
か
ら
朝
鮮
半
島
に
入
っ
て
来
て
、
流
浪
し
な
が
ら
社
会

不
安
を
引
き
起
こ
し
た
と
主
張
し
て
い
る

ЛФ

。
彼
ら
を
身
分
的
に
は

良
人
に
扱
い
な
が
ら
、「
課
役
」
と
し
て
の
軍
役
を
義
務
化
し
な

か
っ
た
。
朝
鮮
建
国
の
同
化
政
策
と
し
て
才
人
・
禾
尺
を「
白
丁
」

と
改
称
し
た
が
、
同
化
で
き
な
か
っ
た

ЛХ

。
記
録
を
見
て
み
る
と
次

の
よ
う
で
あ
る
。
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１
│
Ｆ
「
傳
旨
各
道
觀
察
使
及
開
城
府
留
守
、
才
人
禾
尺
等
、

屯
聚
幽
居
、
不
事
農
業
、
專
以
柳
器
皮
物
資
生
、
故
今
改
稱
白
丁
、

給
田
土
、
與
平
民
雜
處
、
相
爲
婚
姻
之
法
、
載
在
六
典
今
聞
、
官

吏
人
民
等
、因
以
新
白
丁
爲
號
、視
與
平
民
區
別
…
」（『
世
宗
実
録
』

巻
九
七
、
二
四
年
（
一
四
四
二
）
八
月
六
日

ЛЦ

）

　

１
│
Ｇ
「
前
同
知
敦
寧
府
事
趙
賚
上
書
曰
…
歳
甲
辰
、
改
號
新

白
丁
、
給
田
籍
軍
、
許
令
平
民
相
婚
以
安
生
業
、
然
立
法
以
後
、

未
聞
平
民
之
婚
白
丁
、
白
丁
之
嫁
平
民
、
而
服
田
力
穡
者
也
、
蓋

平
民
、
厭
其
異
類
、
而
不
欲
婚
嫁
…
」（『
世
宗
実
録
』
巻
一
二
〇
、

三
〇
年
（
一
四
四
八
）
四
月
九
日

ЛЧ

）

　

１
│
Ｆ
は
各
道
の
觀
察
使
と
開
城
府
の
留
守
中
に
伝
え
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
。「
才
人
禾
尺
等
、
屯
聚
幽
居
、
不
事
農
業
、
專
以

柳
器
皮
物
資
生
、
…
、
官
吏
人
民
等
、
因
以
新
白
丁
爲
號
、
視
與

平
民
區
別
…
」
と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
才
人
・
禾
尺
を
一
般

百
姓
た
ち
と
同
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
目
的
で
「
白
丁
」
と
改
称
し

た
が
、
百
姓
た
ち
は
彼
ら
と
同
一
視
さ
れ
る
の
を
拒
否
し
、
彼
ら

を
「
新
白
丁
」
と
呼
び
区
別
し
た
。
１
│
Ｇ
の
「
改
號
新
白
丁
」

を
見
て
わ
か
る
よ
う
に
、
世
宗
三
〇
年（
一
四
四
八
）に
は「
白
丁
」

は
「
新
白
丁
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
れ
が
「
白
丁
」
の
起
源
説
の
な
か
で
一
番
有
力
な
北
方
異
民

族
説
で
あ
る
。
井
上
富
貴
氏
も
、
先
に
述
べ
た
史
料
１
│
Ａ
か
ら

１
│
Ｇ
を
取
り
上
げ
な
が
ら
異
民
族
起
源
説
を
今
日
の
定
説
と
し

て
理
解
し
て
い
る
。

（
２
）
杜
門
洞
七
二
忠
臣
た
ち
の
志
操
説
の
概
要

　

次
に
、
杜
門
洞
七
二
忠
臣
た
ち
の
志
操
説
を
見
て
み
よ
う
。

　
「
白
丁
」
出
身
で
あ
る
金
永
大
は
「
白
丁
」
の
起
源
説
を
次
の

よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。

　
「
一
三
九
二
年
、
李
成
桂
が
高
麗
を
滅
亡
さ
せ
て
李
氏
朝
鮮
を

建
国
す
る
た
め
に
、
多
く
の
高
麗
の
忠
臣
た
ち
を
説
得
し
て
李
氏

朝
鮮
建
国
に
同
意
を
強
要
し
た
。
し
か
し
彼
ら
の
う
ち
、
あ
る
も

の
は
自
殺
し
、
あ
る
も
の
は
暗
殺
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
松
都（
現

開
城
）
の
松
岳
山
に
隠
れ
て
い
た
一
部
の
高
麗
の
忠
臣
た
ち
が
、

現
在
知
ら
れ
て
い
る
杜
門
洞
（
京
畿
道
、
開
豊
光
徳
）
の
七
二
人

で
あ
っ
た
。
当
時
の
松
岳
山
は
山
林
茂
れ
る
野
生
動
物
の
棲
息
地

で
、
彼
ら
七
二
人
は
生
計
の
手
段
と
し
て
、
野
生
動
物
を
狩
っ
て

食
糧
に
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
／
七
二
人
の
一
部
の
中
に
は
、

山
に
多
く
あ
る
萩
の
木
で
環
、
箕
（
農
具
の
一
種
）
を
作
り
、
野

生
動
物
の
皮
で
革
靴
、
太
鼓
、
長
鼓
な
ど
を
つ
く
り
、
食
糧
と
生

活
必
需
品
を
物
々
交
換
し
て
生
活
を
続
け
た
。
彼
ら
杜
門
洞
七
二

人
は
、
あ
く
ま
で
高
麗
の
忠
臣
で
あ
っ
て
、
李
氏
朝
鮮
建
国
に
関

係
せ
ず
、
高
麗
だ
け
の
た
め
に
最
後
ま
で
抵
抗
し
続
け
る
こ
と
に

な
る
。
や
が
て
、
李
成
桂
は
密
使
を
杜
門
洞
に
送
り
、
李
氏
朝
鮮

創
設
に
同
意
す
る
な
ら
ば
位
と
財
物
を
与
え
る
と
、
一
緒
に
仕
事

を
す
る
こ
と
を
誘
っ
た
が
、
拒
絶
に
あ
い
、
怒
っ
た
李
成
桂
は
部
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下
た
ち
に
命
令
し
て
松
岳
山
へ
火
を
放
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
／
七

二
人
の
中
の
多
く
の
も
の
は
焼
け
死
に
、
一
部
の
も
の
は
九
死
に

一
生
を
得
て
、
杜
門
洞
か
ら
全
国
各
地
方
に
分
散
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
自
分
た
ち
の
身
分
を
隠
す
た
め
に
野
人
と
し
て
生
活
し
、

杜
門
洞
で
覚
え
た
手
工
業
の
腕
前
で
製
品
を
つ
く
り
、
衣
食
住
を

ま
か
な
っ
て
い
っ
た
。
／
や
が
て
李
氏
朝
鮮
が
建
国
さ
れ
、
社
会

的
に
は
身
分
制
度
が
き
び
し
く
な
り
、
農
・
工
・
商
に
従
事
す
る

人
々
を
蔑
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
手
工
業
に
よ
っ
て
環
、
箕
、

太
鼓
、
長
鼓
（
つ
づ
み
）、
革
靴
な
ど
を
つ
く
り
、
肉
類
を
生
産

す
る
も
の
を
『
賤
民
』
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
い
う
。
伝
説

を
基
盤
と
し
て
作
ら
れ
た
起
源
説
で
あ
る

ЛШ

。

　

し
か
し
、
二
つ
目
の
杜
門
洞
七
二
忠
臣
た
ち
の
志
操
説
は
「
白

丁
」
の
先
祖
た
ち
を
高
潔
な
存
在
・
身
分
と
し
て
強
調
し
て
い
る

と
言
わ
れ
て
い
る

ЛЩ

。

（
３
）
楊
水
尺
起
源
説
の
概
要

　

朴
鍾
晟
氏
は
「
白
丁
」
の
起
源
に
つ
い
て
、
姜
萬
吉
氏
の
説
を

引
き
、「
姜
萬
吉
氏
は
『
白
丁
』
の
起
源
が
、
辺
方
の
異
民
族
流

入
と
深
い
関
係
が
あ
る
こ
と
、
ど
こ
ま
で
も
彼
ら
を
朝
鮮
社
会
に

同
化
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
対
象
、
ま
た
は
定
着
さ
せ
ざ
る
を

え
な
い
人
々
で
あ
っ
た
と

ЛЪ

」
言
っ
て
い
る
。

　

そ
し
て
姜
萬
吉
氏
は
、
異
民
族
と
し
て
活
発
さ
や
生
活
状
態
の

奔
放
さ
は
、
農
耕
を
生
活
の
中
心
と
し
て
考
え
て
い
た
当
時
の
朝

鮮
時
代
の
基
層
民
た
ち
と
の
宥
和
を
難
し
く
さ
せ
て
い
た
、
と
強

調
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
一
般
百
姓
と
完
全
に
相
違

し
た
「
白
丁
」
の
生
活
風
習
を
生
ん
だ
気
質
の
差
は
、
権
力
に
よ

る
考
案
物
で
は
な
く
て
、
彼
ら
自
身
の
政
治
的
な
選
択
の
結
果
で

あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
国
家
が
彼
ら
の
経
済
的
適
応
を
誘

導
し
た
結
果
、
生
ま
れ
た
の
が
そ
の
身
分
で
あ
っ
て
、
意
図
せ
ざ

る
文
化
の
所
産
だ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る

ЛЫ

。

　

し
か
し
、
姜
萬
吉
氏
の
こ
の
よ
う
な
指
摘
が
果
た
し
て
適
切
な

も
の
だ
っ
た
の
か
。
特
に
彼
ら
が
な
ぜ
専
制
君
主
時
代
に
差
別
さ

れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
そ
の
構
造
的
な
背
景
は
相
変
わ
ら
ず
分

か
ら
な
い
。

　

そ
こ
で
、
朴
鍾
晟
氏
は
、
高
麗
時
代
の
「
白
丁
」
の
概
念
に
つ

い
て
以
下
の
よ
う
に
検
討
し
て
い
る
。

　

高
麗
時
代
の
「
白
丁
」
は
、
軍
役
・
其
人
役
・
駅
役
な
ど
の
特

定
の
職
役
を
負
担
せ
ず
に
主
に
農
業
に
従
事
し
て
い
る
農
民
層
で

あ
る
。「
白
丁
」
と
い
う
名
称
は
元
来
中
国
の
南
北
朝
お
よ
び
隋

の
時
代
に
無
官
者
で
あ
る
平
民
、
つ
ま
り
百
姓
を
称
し
て
い
う
言

葉
で
あ
る
。

　
「
白
丁
」
の
「
白
」
は
「
な
い
」
ま
た
は
「
…
で
は
な
い
」
と

い
う
意
味
が
あ
る
。「
丁
」
は
「
丁
戸
」
ま
た
は
「
丁
人
」
と
い

う
意
味
で
「
白
丁
」
は
「
丁
戸
（
丁
人
）
で
は
な
い
人
」
を
指
し

て
い
る
。
高
麗
時
代
の
丁
戸
は
一
六
歳
か
ら
五
九
歳
ま
で
の
民
丁
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の
な
か
で
軍
役
の
義
務
を
負
っ
て
い
た
人
々
を
言
う
。
当
時
の
軍

役
は
、
両
班
層
が
官
職
に
従
事
す
る
権
利
及
び
義
務
と
し
て
の
出

仕
、
地
方
の
郷
ヒ
ャ
ン

吏リ

（
中
人
階
層
）
た
ち
が
負
担
せ
ざ
る
を
得
な
い

義
務
と
し
て
の
其
人
役
、
驛
民
た
ち
の
義
務
で
あ
っ
た
駅
役
な
ど

と
同
じ
性
格
の
職
役
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
丁
戸
は
、
高
麗
時
代

の
職
役
に
従
事
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
身
分
の
な
か
で
軍
役
に
従

事
す
る
一
般
農
民
層
の
意
味
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
理
由
で
丁
戸
で
は
な
い
「
白
丁
」
は
、
農
業
に
従

事
す
る
が
軍
役
の
義
務
を
負
っ
て
い
な
い
身
分
層
だ
と
考
え
ら
れ

る
。
一
方
、
高
麗
時
代
の
丁
戸
は
、
彼
ら
が
負
担
し
て
い
る
職
役

と
し
て
の
軍
役
に
対
す
る
反
対
給
付
と
し
て
国
家
か
ら
軍
人
田
ま

た
は
足
丁
・
半
丁
と
言
わ
れ
て
い
る
名
田
を
支
給
さ
れ
た
が
、「
白

丁
」
は
職
役
と
し
て
の
軍
役
負
担
が
な
か
っ
た
た
め
、
職
役
に
対

す
る
反
対
給
付
と
し
て
の
名
田
は
支
給
さ
れ
な
か
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
名
田
の
支
給
と
は
実
際
的
な
土
地
支
給
と
い
う
よ

り
も
、
名
田
を
元
来
所
有
し
て
い
た
職
役
負
担
者
か
ら
、
そ
の
土

地
に
関
す
る
租
税
を
免
除
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
。
そ
の
意

味
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
は
、「
白
丁
」
が
国
家
か
ら
土
地
を
支
給

さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
彼
ら
の
土
地
所
有
に
つ
い
て
租
税
免
除
の

恵
み
が
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
「
白
丁
」
は
土
地
を
所
有
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
意
味

で
な
い
。
要
す
る
に
高
麗
時
代
の
「
白
丁
」
は
自
ら
土
地
を
所
有

す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
彼
ら
が
所
有
す
る
こ
と
が
で
き
た
土
地

は
先
祖
か
ら
伝
来
し
た
土
地（
普
通
は
、
祖
業
田
と
呼
ば
れ
て
い
た
）

か
、
開
墾
し
て
確
保
し
た
土
地
が
主
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
す
べ
て
の
「
白
丁
」
が
土
地
を
所
有
す
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。
土
地
を
所
有
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た「
白
丁
」

は
、
だ
い
た
い
両
班
田
・
軍
人
田
・
寺
院
田
な
ど
の
私
有
地
か
、

国
有
・
共
有
地
な
ど
の
各
種
土
地
を
借
り
て
耕
作
し
た
の
で
あ

る
。
と
い
う
こ
と
は
彼
ら
の
一
部
は
自
作
農
で
、
一
部
は
佃で
ん

戸こ（
小

作
農
）
と
し
て
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
基
本
的
に
軍
役
の
義
務
も
な
い
し
、
国
家
か
ら
土

地
も
支
給
さ
れ
な
か
っ
た
「
白
丁
」
で
あ
っ
た
が
、
特
殊
な
場
合

に
は
軍
役
に
選
ん
で
差
し
出
さ
れ
た
り
、
反
対
給
付
と
し
て
土
地

を
支
給
さ
れ
た
り
し
た
。
高
麗
時
代
の
「
白
丁
」
は
国
家
の
有
事

の
際
、
閑
人
（
土
豪
出
身
の
武
人
）・
学
生
な
ど
と
一
緒
に
軍
役
に

動
員
さ
れ
た
が
、
こ
の
場
合
に
は
国
家
は
彼
ら
に
田
丁
（
田
畑
）

を
支
給
し
た
。
高
麗
末
期
に
論
議
さ
れ
た
白
丁
代
田
（
毎
年
土
を

変
え
な
が
ら
耕
作
す
る
畑
）
が
そ
の
代
表
的
な
例
で
あ
る
。

　

高
麗
時
代
の
「
白
丁
」
は
職
役
と
し
て
軍
役
の
負
担
は
な
か
っ

た
が
、一
般
雑
役
の
負
担
は
課
さ
れ
て
い
た
。彼
ら
は
よ
く
国
有
・

共
有
地
の
耕
作
・
築
城
・
祝
祭
・
宮
闕
築
造
な
ど
に
動
員
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
高
麗
時
代
の
「
白
丁
」
は
数
的
な
面
で

み
る
と
一
番
多
数
を
占
め
る
階
層
で
あ
っ
た

ЛЬ

。
朝
鮮
王
朝
時
代
の
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「
白
丁
」
の
起
源
を
「
北
方
異
民
族
」
だ
と
考
え
る
と
、
朝
鮮
「
賤

民
」の
国
内
基
盤
は
全
然
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
朴
鍾
晟
氏
は
、

姜
萬
吉
氏
が
「
賤
民
」
階
層
に
つ
い
て
の
朝
鮮
良
人
た
ち
の
排
他

的
支
配
論
理
を
強
調
し
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
指
摘
し

て
い
る
。

　

朴
鍾
晟
氏
は
ま
た
、
北
方
異
民
族
流
入
説
は
、「
白
丁
」
の
存

在
を
で
き
る
だ
け
回
避
し
た
り
、
無
理
や
り
に
共
存
せ
ざ
る
を
得

な
い
集
団
だ
と
考
え
よ
う
と
し
て
い
た
朝
鮮
前
期
に
生
ま
れ
た
も

の
で
あ
る
、
と
強
調
し
て
い
る
。

　

し
か
し
高
麗
末
期
の
楊
水
尺
の
記
録
か
ら
み
て
、
朝
鮮
時
代
ま

で
続
け
ら
れ
て
き
た
朝
廷
に
対
す
る
抵
抗
行
為
の
動
機
は
ま
だ
不

明
で
あ
る
こ
と
も
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
、
姜
萬
吉
氏
の
北
方
異

民
族
説
は
、
朝
鮮
「
賤
民
」
の
外
在
的
起
源
を
合
理
化
し
て
内
在

的
原
因
論
自
体
を
不
透
明
に
し
た
、
と
朴
鍾
晟
氏
は
論
じ
て
い

る

МУ

。
そ
の
う
え
、
韓
国
の
「
賤
民
」
に
つ
い
て
ま
だ
十
分
研
究
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
も
強
調
し
て
い
る

МФ

。

　

要
す
る
に
、
朴
鍾
晟
氏
は
「
白
丁
」
の
起
源
説
の
虚
構
性
を
乗

り
越
え
る
現
段
階
の
合
理
的
な
代
案
は
、
現
在
に
残
さ
れ
て
い
る

記
録
を
総
合
し
て
、
も
う
一
度
該
当
部
分
を
復
元
・
再
現
す
る
こ

と
で
あ
る
と
し
、
そ
の
な
か
で
歴
史
の
記
録
が
許
容
す
る「
賤
民
」

階
層
の
古
典
的
基
礎
、
つ
ま
り
集
団
と
し
て
の
最
下
層
の
起
源
は

楊
水
尺
に
あ
る
と
論
じ
て
い
る

МХ

。
こ
れ
が
起
源
説
の
三
つ
目
で
あ

る
、
楊
水
尺
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
う
説
で
あ
る
。

　

な
お
、
そ
の
他
、「
夏
禹
氏
の
塗
山
万
国
会
に
壇
君
の
太
子
が

参
席
し
た
際
に
、随
行
し
た
者
に
臨
時
に
仕
事
を
分
担
さ
せ
た
が
、

そ
の
時
に
牛
を
殺
す
役
に
当
て
ら
れ
た
者
の
子
孫
が
白
丁
で
あ

る
」
と
い
う
説
、「
殷
の
算
子
が
朝
鮮
に
逃
げ
て
平
壌
に
都
市
を

開
き
、
八
祖
の
法
を
発
布
し
た
時
に
犯
罪
人
を
『
白
丁
』
と
し
た
」

と
い
う
説
、
壬
辰
倭
乱
の
折
の
日
本
兵
の
捕
虜
説
、
ま
た
イ
ン
ド

の
被
差
別
カ
ー
ス
ト
出
身
者
や
チ
ベ
ッ
ト
族
だ
と
い
う
説
も
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
説
は
実
証
的
な
根
拠
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
た

め
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
げ
な
い

МЦ

。

注（
１
）
朝
鮮
初
期
の
「
白
丁
」
に
関
す
る
研
究
に
は
、
次
の
よ
う
な
諸

業
績
が
あ
る
。
今
村
鞆
「
朝
鮮
の
特
殊
部
落
」（『
朝
鮮
風
俗
集
』

斯
道
館
、
一
九
一
四
年
）
／
鮎
貝
房
之
進
「
楊
水
尺
・
水
尺
・
禾

尺
條
」（『
雑
攷
』
第
六
集
、
自
費
出
版
、
一
九
一
八
年
）
／
金
台

俊
「『
白
丁
』
의
史
的
考
察
」（「『
白
丁
』
の
史
的
考
察
」『
批
判
』

四
、
三
、
批
判
社
、
一
九
三
六
年
四
月
）
／
姜
萬
吉
「
鮮
初
白
丁

考
」（『
史
学
研
究
』
一
八
、
韓
国
史
学
会
、
一
九
六
四
年
）
／
平

木
實
『
朝
鮮
後
期
奴
婢
制
研
究
』
知
識
産
業
社
、
一
九
八
二
年
／

井
上
富
貴
「
朝
鮮
・
賤
民
『
白
丁
』
の
系
譜
」（『
現
代
世
界
の
差
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別
問
題
』
明
石
書
店
、
一
九
八
五
年
）
／
金
永
大
『
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